
令和8・9・10年度の
入札参加資格審査の申請受付
　令和8・9・10年度に町が発注する「物品
の製造、売買」「役務」などの入札に参加
を希望する方は、入札参加資格審査を受
ける必要がありますので、受付期限までに
申請書を提出してください。

1月20日（火）
郵送（当日消印有効）

※申請書は、町ホームページからダウンロ
ードしてください。

〒501‐6181　笠松町司町1番地
笠松町役場総務課　契約管財担当あて
※あて先の下に「競争入札参加資格審査

申請書在中」と必ず記載してください。
c総務課　☎388‐1111

国保の届け出を
お忘れなく！
　国民健康保険（国保）
に加入していた方が、勤
務先の社会保険など他
の医療保険に加入したと
きは、国保をやめるため
の手続きが必要です。届
け出が遅れると、国民健
康保険税が納めすぎとな
る可能性があります。手
続きの方法など、詳しく
はお問い合わせください。
n住民課

☎388‐1115

就学費の援助
　経済的な理由でお困りの小・中学生の保護者の方
に対し、就学に必要な経費を援助します。令和8年度
に援助を希望される方は、小・中学校にある「令和8
年度就学援助申請書」に必要書類を添えて提出し
てください。現在、就学援助を受給している方につい
ても毎年、申請が必要です。
●令和8年度就学援助希望者（継続申請者含む）

2月25日（水）
入学・在籍する学校

●令和8年度小・中学校新入学予定で新規の援助
希望者

2月10日（火）
羽島郡二町教育委員会

（岐南町八剣7丁目107番地）
詳しくは下記までお問い合わせください。
c羽島郡二町教育委員会 総務課　☎245‐1133

こども誰でも通園制度
（乳児等通園支援事業）が
始まります
　4月から保育所などに通って
いないお子さんを、保護者の就
労要件を問わずに、月一定時間
を時間単位で預けられる制度が
始まります。家庭とは異なる場所
で、保育士や同年代の子どもと
のふれあいを通して子どもの育
ちを応援するとともに、保護者の
育児負担の軽減となります。
　利用には事前に登録申請（3
月受付開始予定）が必要です。
c福祉子ども課　☎388‐1116

　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、
重課税率が適用され、次の金額となります。

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車の異動手続きが
必要です。

税　金　に　関　す　る　お　知　ら　せ

令和8年度軽自動車税種別割の税額をご確認ください
13年経過した軽自動車をお持ちの方へ

固定資産税の申告が必要です
償却資産をお持ちの事業主の方へ

種　　別

年　　　税　　　額

平成25年4月1日～
平成27年3月31日 平成27年4月1日以降重課税率適用

平成25年3月31日以前

四輪乗用

四輪貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

最初の新規検査年月

　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、対象資産をお持ちで申告書が届
いていない方はご連絡ください。

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発電量10KW以上の太陽光パネ
ルによる売電など）を営んでいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有している方

・構築物（フェンス、舗装路面など）
・機械（建設用重機、太陽光発電設備など）
・器具、備品（コピー機、パソコンなど）

2月2日（月）
※電子申告や郵送による提出もできます。
c税務課　☎388‐1112

「はたちの献血」
キャンペーン

1月1日～2月28日

「誰かの今をつないでいく。
はたちの献血」

献血キャラクターけんけつちゃん
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提出

提出期限
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提出期限
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償却資産の例
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お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ
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 大募集
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